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令和６年９月須坂市議会定例会議案説明書 

番  号 件     名 概  要  説  明 

 

報告第11号 

 

2023年度須坂市水道事業会計継続

費精算報告書について 

 

 

 2023年度に終了した塩野浄水場外電気計装設備

更新事業及び野辺原配水池エアレーション設備設

置事業に係る継続費の精算について報告する。 

 
 

報告第12号 

 

放棄した債権の報告について 

 

 下記のとおり債権を放棄したので報告する。 

（水道料金） 

１ 債権を放棄した時期 

  令和６年３月31日 

２ 放棄した債権の件数（債務者数） 

  31件（13人） 

３ 放棄した債権の金額 

   125,876円 

４ 債権を放棄した理由 

  須坂市債権管理条例第６条第２号及び第５号

に該当 

 

 

議案第67号 

 

 

2024年度同報系防災行政無線設備

機能強化工事請負契約の締結につ

いて 

 

下記のとおり請負契約を締結するため、議会の

議決を求める。 

１ 契約の方法 

  随意契約 

２ 契約の金額 

   178,200,000円 

３ 契約の相手方 

  神奈川県川崎市高津区末長３丁目３番17号 

  株式会社富士通ゼネラル情報通信ネットワー

ク営業部 

  部長 堀下 裕司 

 

 

議案第68号 

 

除雪ドーザ（14ｔ級）の取得につ

いて 

 

 

 

 下記のとおり取得するため、議会の議決を求め

る。 

１ 物品名 

  除雪ドーザ（14ｔ級） 

２ 契約の方法 

  一般競争入札による契約 

３ 契約の金額 

  22,770,000円 

４ 契約の相手方 

  長野市篠ノ井御幣川1095番地 

  株式会社前田製作所長野営業所 

  長野営業所長 石谷 泰一 

 



２ 

 

  

議案第69号 

  

長野県後期高齢者医療広域連合規

約の変更について 

 

  

 行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の改正に伴い、長野

県後期高齢者医療広域連合及び市が処理する事務

を規定した長野県後期高齢者医療広域連合規約を

変更する。 

  

 

議案第70号 

 

 

市道の認定について 

 

 市道１路線を認定する。 

 

 

議案第71号 

 

 

須坂市監査委員に関する条例の一

部を改正する条例について 

（改正内容） 

 地方自治法の改正に伴い、引用する条項を改め

るため改正する。 

（施行期日） 

 公布の日から施行する。 

 

 

議案第72号 

 

 

須坂市福祉医療費資金貸付基金条

例の一部を改正する条例について 

（改正内容） 

 行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の改正に伴い、被保

険者証の文言を改めるため改正する。 

（施行期日） 

 公布の日から施行する。 

 

 

議案第73号 

 

 

須坂市福祉医療費給付金条例の一

部を改正する条例について 

（改正内容） 

１ 行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律等の改正に伴い、

被保険者証の文言を改めるため改正する。 

２ 国のPMH（医療費助成）事業に伴い、マイナ

ンバーカード及びオンライン資格確認端末を用

いて、保険医療機関等が資格情報を閲覧及び取

得することができる場合は、受給者証の提示を

不要とする旨の規定を加える。 

３ 福祉医療費給付金の支給申請手続きについ

て、支給対象者のうち、支給申請があったもの

とみなすものの対象年齢を、満18歳に達する日

以降の最初の３月31日までの間にあるものに改

めるため改正する。 

（施行期日） 

 公布の日から施行（一部については公布の日か

ら施行し令和５年４月１日から適用）する。 

 



３ 

 

 

議案第74号 

 

 

須坂市国民健康保険条例の一部を

改正する条例について 

（改正内容） 

 行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の改正に伴い、被保

険者証の返還に関する規定を削るため改正する。 

（施行期日） 

 令和６年12月２日から施行する。 

 

 

議案第75号 

 

 

須坂市地域包括支援センターの設

置者が遵守すべき基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

（改正内容） 

介護保険法施行規則の改正に伴い、地域包括支

援センターの職員の配置基準について、柔軟な職

員配置を可能とする規定を加えるため改正する。 

（施行期日） 

 公布の日から施行する。 

 

 

認定第１号 

 

2023年度須坂市一般会計歳入歳出

決算認定について 

 

 

別冊のとおり認定に付する。 

 

認定第２号 

 

2023年度須坂市国民健康保険特別

会計歳入歳出決算認定について 

 

 

別冊のとおり認定に付する。 

 

認定第３号 

 

2023年度井上、幸高、九反田、中

島財産区特別会計歳入歳出決算認

定について 

 

 

別冊のとおり認定に付する。 

 

認定第４号 

 

2023年度須坂市介護保険特別会計

歳入歳出決算認定について 

 

 

別冊のとおり認定に付する。 

 

認定第５号 

 

2023年度須坂市後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

別冊のとおり認定に付する。 

 

認定第６号 

 

2023年度須坂市水道事業会計決算

認定について 

 

 

別冊のとおり認定に付する。 

 

認定第７号 

 

2023年度須坂市下水道事業会計決

算認定について 

 

 

別冊のとおり認定に付する。 

 

認定第８号 

 

2023年度須坂市宅地造成事業会計

決算認定について 

 

 

別冊のとおり認定に付する。 



４ 

 

 

議案第76号 

 

2024年度須坂市一般会計補正予算

第３号 

 

 

歳入歳出それぞれ 538,679千円を追加する。 

 

議案第77号 

 

2024年度須坂市国民健康保険特別

会計補正予算第２号 

 

 

歳入歳出それぞれ 3,881千円を追加する。 

 

議案第78号 

 

2024年度井上、幸高、九反田、中

島財産区特別会計補正予算第１号 

 

 

歳入歳出それぞれ 541千円を追加する。 

 

議案第79号 

 

2024年度須坂市介護保険特別会計

補正予算第１号 

 

 

歳入歳出それぞれ56,794千円を追加する。 

 

議案第80号 

 

2024年度須坂市後期高齢者医療特

別会計補正予算第１号 

 

 

歳入歳出それぞれ 1,823千円を追加する。 

 

 

 


